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１．伊達市のあらまし  

 

【 地 勢 】 

 私たちのまち伊達は、北は徳舜瞥山連山を屏風に、南は内浦湾に面し、北西には噴煙たなびく

有珠山を配し、長流川がまちを南北に貫き清流をたたえています。内浦湾沿いの南の地域は、東

山山麓を水源とする肥沃な大地がつづき、四季を通じて温暖な気候に恵まれ豊かな農作物を育て、

北に位置する大滝区は、豊富な湯量に恵まれた温泉郷を擁し、まちを包む豊かな森林は多くの生

命を育み、雄大な自然は四季折々の厳しくも鮮やかな彩りを見せるなど、私たちの暮らしに潤い

と安らぎを与えています。 

 

【 市 勢 】 

 伊達市は明治３年（１８７０年）、仙台藩一門亘理領主伊達邦成とその家臣達の集団移住という

古い歴史をもち、交通の要衝や胆振西部６市町村の商業圏を形成するなど、胆振西部の中核都市

として発展を続けています。 

 平成18年３月に伊達市と大滝村が合併し、新しい「伊達市」が誕生しました。 

 

２．清掃事業の沿革 

昭和25年    当市におけるごみの収集が始まり、当時はごみ箱のごみを馬車２台により市街

地区の商店街のみを収集し、１日の収集量は馬車６台分位であった。 

昭和34年    戦後の復興と、高度経済成長の関係でごみも増加して市街地における自己処理

が困難となり「伊達町清掃条例」を制定し、収集台数を増加して対応、環境の整

備を図る。 

昭和39年    収集効率化を図るため、市街地区を中心に塵芥収集車２台による収集を開始し、

収集方法もポリバケツによるステーション方式を採用、また、処理に係る費用の

一部を「塵芥処理手数料」として住民より徴収する。（賦課方式） 

昭和44年    それまで使用していた最終処分場が満杯となったため、上館山町に処分地を求

め処分を開始。収集区域もほぼ全町に拡大した。 

この当時は民間の産業廃棄物処分場がなかったため、自己搬入ごみの量が膨大

で、搬入の規制なども行っていなかったため、処分場の火災が頻繁にあった。 

昭和47年４月  市制施行に伴い、「伊達市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を制定し、「伊

達町清掃条例」を廃止。 

昭和50年    家庭系ごみの無料化を実施（事業系ごみは有料）、また、生ごみの水切りが悪く、

ごみが重たくて作業効率が悪いことから収集方式を「ごみ袋方式」に切り替え、

清掃指導員を配置し、指導部門の強化を図る。 

昭和58年10月  それまで野放し状態であった最終処分場にゲートを設けて搬入時間、他市町村

からの搬入、建設廃材等の産業廃棄物の規制等を実施した。その結果、それまで

１日平均約26㌧余の自己搬入ごみが、約10㌧までに減少した。この頃より最終処

分場の残存年数が限られてきたため、中間処理施設の検討に入る。 
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昭和61年７月  「ごみ処理基本計画」を策定し、破砕処理施設を併設した焼却処理施設を建設

することにより減容化し、処分場の延命化を図ることで計画を決定。 

昭和62年６月  ２ヶ年計画「伊達市清掃センター」の建設に着工､総事業費約10億円｡ 

昭和63年４月  「清掃センター」準備室を設置し、清掃センターの稼動に向け本格的な準備に

入る。 

６月  清掃センター稼動に向け、分別収集を開始。 

（可燃ごみ週２回、不燃ごみ月２回） 

10月  市内に民間の産業廃棄物処分場が整備されたことから、すべての産業廃棄物の

市処分場への受入を廃止。 

12月  「伊達市清掃センター」に係る維持管理費の一部住民負担を、「ごみ処理手数料」

とした条例改正案を議会に提出。 

継続審議となり、翌年３月議会で可決される。（ごみ処理券方式） 

平成元年２月  「伊達市清掃センター」竣工。同年４月より稼動開始。 

６月  不燃ごみの収集を週１回とする。 

７月  家庭系ごみの有料化を実施。清掃指導員を３名に増員。 

10月  年２回の「粗大ごみ」収集を申し込み制による個別収集に変更。 

平成２年９月  「伊達市清掃審議会」を設置。 

平成３年11月  雑びん回収を開始。 

平成７年７月  「生ごみ堆肥化容器購入助成制度」を創設。 

12月  「伊達市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を「伊達市廃棄物の減量及び処

理に関する条例」に改正し平成８年４月施行する。併せて新条例に「廃棄物減量

等推進審議会」設置を盛り込んだことから「清掃審議会条例」を廃止。 

平成８年４月  フロンガス回収事業を開始。 

11月  容器包装リサイクル法施行に向けた分別収集のモデル事業として、山下・黄 

金地区の２ヶ所で翌年３月まで月１回分別収集を実施。 

平成９年４月  容器包装リサイクル法による分別収集を開始。 

平成10年４月  ダイオキシン対策として、ビニール・プラスチックごみの分別収集を開始。 

併せて、ごみの収集回数を可燃ごみ週１・２回、不燃ごみ月２回、ビニール・

プラスチックごみを月２回に変更。 

平成12年８月  生ごみの分別収集試行を長和地区で10月まで実施。 

平成13年４月  ごみ収集部門を民間に委託。併せて、ごみ収集回数を、可燃ごみ週２回、不燃

ごみ週１回、ビニール・プラスチックごみ週１回、生ごみ週２回に変更（土曜日、

祝日も収集を行う。）。適正処理困難物指定。 

平成14年３月  「伊達市一般廃棄物処理基本計画」を新たに作成。 

12月  西いぶり廃棄物処理広域連合の焼却施設が試験操業。 

        伊達市清掃センターでの中間処理及び最終処分を終了。 

平成15年４月  伊達市衛生団体連合会解散。 

５月  清掃センターから環境衛生課清掃係となる。 

６月  ビニール・プラスチックごみを可燃ごみとして収集。ごみ収集回数を可燃ごみ

週３回、不燃ごみ週１回、生ごみ週２回に変更。 
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平成15年12月  伊達市堆肥センター試験稼動（一部生ごみを搬入）。再生資源物を西いぶり廃棄

物処理広域連合で処理開始。家具の再生を開始（西いぶり廃棄物処理広域連合）。 

平成16年４月  ごみ処理手数料を改定（１ℓ当たり１．５円から２円に統一）。 

        ※ごみ処理券については、１枚につき１６０円となる。 

７月  ごみ処理手数料改定に伴う新旧ごみ処理券等の交換業務を開始。 

10月  市役所庁舎前の体育館横に紙類回収庫を設置。 

平成17年７月  東地区コミュニティセンターみらい館に紙類回収庫を設置。 

        伊達市ワークプラザに紙類回収庫を設置。 

平成18年３月  大滝村との合併により収集計画処理区域の拡大。 

４月  ごみ処理券を袋に入らない大型ごみ専用と改め１種類とする。 

    10月  黄金地区コミュニティセンターはまなす館に紙類回収庫を設置。 

平成19年７月  「伊達市ごみステーション用保管ボックス設置事業費助成金交付要綱」を定め、

ごみステーションの設置費用の一部を助成。 

    ９月  長和地区コミュニティセンターふれあい館に紙類回収庫を設置。 

平成22年９月  「伊達市ごみステーション用保管ボックス設置事業費助成金交付要綱」を「伊

達市ごみステーション用保管ボックス等設置事業費助成金交付要綱」に改正し、

サークル型管理器材を補助対象に追加。 

平成23年４月  生ごみ用ごみ袋に５リットル袋を追加。再生資源物の回収を月２回に変更。 

平成24年４月  伊達市環境基本計画実践懇話会からの提言を受け、伊達市環境美化推進員制度

を導入（伊達市環境美化推進員設置要綱を制定）。 

７月  市街地区、中央地区、東地区に環境美化推進員を設置（委嘱状交付）。 

平成25年10月  長和地区に環境美化推進員を設置（委嘱状交付）。 

平成26年４月  伊達市役所、大滝総合支所に使用済み小型家電を回収する「回収ボックス」を

設置し、無料回収を開始。 

６月  第２期環境美化推進員へ委嘱状を交付。 

（市街地区、中央地区、東地区、長和地区 計90名） 

平成28年６月  第３期環境美化推進員へ委嘱状を交付。 

（市街地区、中央地区、東地区、長和地区 計73名） 

平成29年４月  「伊達市ごみステーション用保管ボックス設置事業費助成金交付要綱」を「伊

達市ごみステーション用保管ボックス等設置等事業費助成金交付要綱」に改正し、

保管ボックス等の修繕費用を補助対象に追加。 

５月  燃えるごみ用のごみ袋に10リットル袋を追加。 

平成30年３月  伊達市一般廃棄物処理基本計画（第１編/ごみ処理基本計画）を見直し公表。 

６月  第４期環境美化推進員へ委嘱状を交付。 

（市街地区、中央地区、東地区、長和地区 計76名） 

平成31年４月  「伊達市ごみステーション用保管ボックス等設置等事業費助成金交付要綱」を

改正し、ごみステーションの設置費用の補助上限額を２万５千円、補助率を1/2

に改定。 

令和２年６月  第５期環境美化推進員へ委嘱状を交付。 

（市街地区、中央地区、東地区、長和地区 計71名） 
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令和３年４月  危険ごみの分別収集開始。 

９月  南稀府会館に紙類回収庫を設置。 

令和４年６月  第６期環境美化推進員へ委嘱状を交付。 

（市街地区、中央地区、東地区、長和地区 計71名） 

９月  有珠地区コミュニティセンター白鳥館に紙類回収庫を設置。 
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３．施設概要 
 

(1) 西胆振地域廃棄物広域処理施設（メルトタワー２１） 

所 在 地 室蘭市石川町２２番地２ 

着 工 平成１３年 １月１６日 竣  工 平成１５年 ３月３１日 

使 用 開 始 平成１５年 ４月 １日 

事 業 費 １１，３６０，２１６千円 

敷 地 面 積 ２５，０４０㎡ 建物延べ面積 １１，７３５㎡ 

建物の構造 鉄骨造５階建て ・ １部鉄筋コンクリート 

処 理 方 法 
ごみ焼却施設     熱分解燃焼溶融方法 

粗大ごみ処理施設   二軸剪断式破砕、回転式破砕 

処 理 能 力 
ごみ燃焼設備  ２１０ｔ／２４ｈ（１０５ｔ／２４ｈ×２炉） 

粗大ごみ処理設備  ４７．５ｔ／５ｈ 

管 理 体 制 委  託 受入日数 ３６５日 

受 付 時 間 ８：３０～１７：００（12月 31日から１月３日は時間変更） 

処理手数料 100㎏までは一律 500円。超過の場合、10㎏毎に 50円ずつ加算。 

 

(2)  西いぶり広域連合最終処分場(平成１５年４月１日室蘭市から承継) 

所 在 地 室蘭市神代町１２４、１２６－１、１２７－１、２３ 

埋 立 開 始 平成 ６年１１月 １日 

総 面 積 １４０，８９２㎡ 埋立面積 ７８，０００㎡ 

総 事 業 費 １，６３０，０００千円 

全 体 容 積 １，３００，０００ｍ３ 

埋立残容量 ９５８，４１１ｍ３ 

埋 立 方 式 層状埋立 

土 地 所 有 民有地（山間） ・ 連合所有地 

管 理 体 制 委  託 受入日数 ２５７日（令和４年度） 

受 入 時 間 
月曜日～金曜日 

 ９：００～１７：００ 

土曜、日曜（１２月の最終日曜日は除く）、 

年始（１・２・３日）は、休日 
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(3) 西いぶり広域連合リサイクルプラザ 

所 在 地 室蘭市石川町２２番地２ 

着 工 平成１４年 ８月 ９日 竣  工 平成１５年１１月２０日 

使 用 開 始 平成１５年１２月 １日 

事 業 費 ８９４，６００千円 

敷 地 面 積 ２，４３２㎡ 建物延べ面積 ３，０３３㎡ 

建 築 規 模 工場エリア（１，８８８㎡）・プラザエリア（１，１４５㎡） 

建 物 の 構 造 鉄骨造２階建て 

管 理 体 制 指定管理者による運営管理 

工  場 

 

処 理 能 力 

資源ごみ １２．４ｔ／日 

（空き缶 3.5ｔ／日、ガラスびん 5.5ｔ／日、ペットボトル 3.4ｔ／日） 

危険ごみ 

（スプレー缶 400～600本／ｈ、ライター類 4,000個／ｈ） 

※電池類は委託処理しているため、処理能力の記載不可 

処理対象物 
資源ごみ（空き缶、ガラスびん、ペットボトル） 

危険ごみ（スプレー缶、ライター類、電池類） 

処 理 方 法 

資源ごみ 

空き缶：機械選別・圧縮成型 

ガラスびん：手選別 

ペットボトル：手選別・圧縮梱包 

危険ごみ 

 スプレー缶類、ライター類：機械処理 

（真空二軸破砕方式・油水吸着方式） 

 電池類：一時保管・委託処理 

稼 動 日 数 ２５９日（令和４年度） 

受 付 時 間 
火曜日～土曜日 

 ８：３０～１７：００ 

日曜、月曜 

12月 31日から１月３日は休日 

プ ラ ザ 

 

工 房 牛乳パックを利用して作る紙すき講座、食用廃油石けん作り講座など 

クラフト室 ガラスびん、グラスを利用したガラス細工などの体験 

情報コーナー 
環境学習システム（インターネット端末２台設置） 、ゲームを通じての 

ごみ分別・リサイクルの学習など 

開 館 時 間 
１０：００～１７：００ 

 ※休館日：水曜日、年末年始（１２月２９日から１月３日） 
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(4) げんき館ペトトル（余熱利用施設） 

所 在 地 室蘭市石川町２０番地３ 

着 工 平成１４年 ８月 ９日 竣  工 平成１５年１０月２５日 

使 用 開 始 平成１５年１２月 １日 

事 業 費 １，２８７，６９９千円 

敷 地 面 積 ３７，２５３㎡ 建物延べ面積 ３，３０５㎡ 

建 物 の 構 造 鉄骨造２階建て 

管 理 体 制 指定管理者による運営管理 

開 館 時 間 

１３：００～２０：００ 

 ※プールの遊泳時間は１９：４５まで 

 ※休館日：水曜日・年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

      定期整備期間（別途掲示） 

 ※水泳教室等の行事・催し物・学校プール授業・団体専用利用の場合、

午前１０時からの開館となる。 

利用施設 

 

温水プール ２５ｍプール（４コース）、幼児用プール（１５㎡）、クアプール（３９㎡） 

体 育 館 

ランニングコース（１００㎡）：全長８８ｍ、幅１．２ｍ 

多目的アリーナ（５２１㎡）：バレーコート１面（バドミントン・ミニ 

バレーボール・スポンジテニス兼用各３面） 

トレーニング室 面積５６㎡：エアロバイク３台ほかトレーニング機器 

スポーツ研修室 面積７０㎡：運動及び健康に係る研修・講義用として利用 

健康情報室 面積７２㎡：健康管理に係る情報収集及び健康相談の場として利用 

 多 目 的 室 面積７０㎡（和室）： 西胆振地域住民の交流・憩いの場として利用 

 利 用 料 金 有料 
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(5) 伊達市堆肥センター 

所 在 地 伊達市喜門別町４５番地３ 

着 工 平成１３年 １月１６日 竣  工 平成１５年 ３月３１日 

使 用 開 始 平成１６年 ４月 １日 

事 業 費 ６４５，５０４千円 

敷 地 面 積 ２６，５２９．７４㎡ 建物延べ面積 １１，７３５㎡ 

建物の構造 鉄骨造 

処理システム 

（発酵処理） 

密閉式通気型堆肥舎（一次処理）＋堆肥舎（二次処理）方式 

ショベルローダー攪拌方式 

処 理 能 力 ７９ｔ/日 

処 理 原 料 家畜のふん、生ごみ、ほたて貝等に付着する水産雑物、ブロイラーふん 

処 理 期 間 
１５０日間 

（一次発酵 ２１日間、二次発酵 ６４日間、最終発酵 ６５日間） 

管 理 体 制 委  託 

 

(6) 大滝有機物再資源化センター 

所 在 地 伊達市大滝区円山町２８７番地１ 

着 工 平成１５年 ７月１６日 竣  工 平成１５年１１月２８日 

使 用 開 始 平成１６年 ４月 １日 

事 業 費 ３１５，１６３千円 

敷 地 面 積 １０，０００．００㎡ 建物延べ面積 １，６６４㎡ 

建物の構造 鉄骨造平屋建 

処理システム 

（発酵処理） 
有機物散布方式 

処 理 能 力 生ごみ １，０００ｔ/年   堆 肥 ２，０００ｔ/年 

処 理 原 料 一般家庭残渣、事業所食品残渣、農業残渣 

処 理 期 間 一次醗酵１０日、二次醗酵３０日、最終醗酵１日 

管 理 体 制 委  託（指定管理） 

 


